
　

地
公
退
は
九
月
一
八
日
一
四
時
か
ら
、
江
崎
参
議
院
議
員
の
同
席
の
下
、
西

澤
・
福
田
・
上
田
・
足
立
・
花
輪
・
川
端
・
黒
崎
・
中
西
に
よ
り
総
務
大
臣
に

対
す
る
二
〇
一
四
年
要
求
を
提
出
し
、
総
務
省
丸
山
淑
夫
公
務
員
部
長
、
赤
松

俊
彦
福
利
課
長
ほ
か
財
政
局
、
自
治
税
務
局
担
当
者
か
ら
回
答
を
受
け
た
。
概

要
は
次
の
通
り
。

　
江
崎
参
議
院
議
員

　

本
日
は
、
お
手
数
を
か
け
る
。
地
公
退
か
ら
の
要
請
を
受
け
止
め
、
考
え
方

を
示
し
て
ほ
し
い
。

＜

会
長
か
ら
部
長
に
要
求
書
手
交＞

　
地
公
退
・
西
澤

　

本
日
は
多
忙
な
中
、
丸
山
公
務
員
部
長
は
じ
め
担
当
者
の
皆
さ
ん
に
時
間
を

と
っ
て
い
た
だ
き
感
謝
す
る
。

　

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
機
会
を
作
る
た
め
に
尽
力
く
だ
さ
っ
た
江
崎
孝
参
議
院

議
員
に
お
礼
申
し
上
げ
る
。
私
た
ち
は
さ
る
七
月
二
五
日
に
第
四
五
回
定
期
総

会
を
も
ち
、
総
務
省
へ
の
要
請
事
項
を
決
定
し
た
の
で
本
日
お
持
ち
し
た
。

　

内
容
は
八
項
目
で
、
そ
の
中
に
は
い
わ
ゆ
る
総
務
省
の
所
管
外
事
業
も
含
ま

れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
承
知
し
た
う
え
で
、
地
方
自
治
体
、
地
方
行
財
政
と

重
要
な
か
か
わ
り
が
あ
る
と
考
え
て
敢
え
て
要
請
内
容
に
含
め
て
い
る
の
で
、

可
能
な
限
り
考
え
方
を
伺
い
た
い
。

　

要
請
事
項
は
書
面
の
通
り
だ
が
、
何
点
か
発
言
す
る
。

　

ま
ず
、
年
金
に
つ
い
て
三
点
。

　

一
つ
目
は
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
の
名
目
下
限
の
維
持
。
今
年
の
財
政
検
証

で
デ
フ
レ
下
で
の
発
動
試
算
が
な
さ
れ
、
そ
の
方
向
で
の
制
度
検
討
が
な
さ
れ

る
と
も
聞
く
。
予
め
拠
出
を
決
め
て
、
そ
の
範
囲
で
給
付
を
設
計
す
る
以
上
一

定
の
給
付
調
整
が
避
け
ら
れ
な
い
こ
と
、
現
受
給
者
が
高
い
所
得
代
替
率
で
受

給
し
続
け
れ
ば
将
来

の
受
給
者
の
代
替
率

を
圧
迫
す
る
こ
と
は

認
識
し
て
お
り
、
ス

ラ
イ
ド
自
体
は
や
む

を
得
な
い
と
考
え
て

い
る
。
し
か
し
、
制

度
を
作
っ
た
と
き
の

約
束
「
名
目
下
限
」

を
変
更
す
る
こ
と
は

容
認
で
き
な
い
。
根

本
的
に
は
公
的
年
金

加
入
者
を
増
や
し
、

賃
金
を
引
き
上
げ
る

政
策
こ
そ
が
解
決
策

で
あ
る
。

　

二
つ
目
は
積
立
金

の
運
用
。
こ
れ
ま
で

の
地
方
公
務
員
共
済

組
合
の
先
進
的
な
対

応
に
敬
意
と
共
感
を

表
す
る
。
し
か
し
、

政
府
の
一
部
に
Ｇ
Ｐ

Ｉ
Ｆ
の
運
用
委
員
を
差
し
替
え
て
ま
で
株
価
対
策
の
た
め
に
ハ
イ
リ
ス
ク
運
用

の
比
率
を
高
め
る
方
針
に
転
換
す
る
意
見
が
あ
る
と
聞
く
。
積
立
金
は
文
字
通

り
共
済
加
入
者
の
老
後
の
た
め
に
あ
る
ワ
ー
カ
ー
ズ
キ
ャ
ピ
タ
ル
で
あ
り
、
そ

の
運
用
は
堅
実
で
社
会
的
意
義
の
あ
る
も
の
に
す
べ
き
だ
。

　

三
つ
目
は
沖
縄
の
追
加
費
用
削
減
。
そ
も
そ
も
追
加
費
用
の
削
減
は
制
度
の

在
り
方
に
照
ら
し
て
間
違
っ
て
い
る
の
で
や
め
る
べ
き
だ
と
の
主
張
を
持
っ
て

い
る
。
し
か
し
、
一
元
化
法
が
成
立
し
た
後
総
務
省
が
政
令
を
発
し
た
事
実
は

受
け
止
め
る
。
た
だ
、
沖
縄
の
関
係
者
が
他
地
域
の
地
方
公
務
員
に
比
し
て
大

き
な
削
減
を
受
け
る
の
は
ど
う
し
て
も
納
得
で
き
な
い
。
追
加
費
用
の
定
義
や

制
度
体
系
か
ら
考
え
れ
ば
政
令
の
よ
う
に
な
る
の
だ
ろ
う
が
、
追
加
費
用
を
設

計
し
た
時
点
で
全
く
想
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
削
減
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
ま
で

の
ル
ー
ル
で
沖
縄
の
保
険
者
に
は
一
定
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
っ
た
し
、
今
後
事
業

主
に
は
負
担
の
軽
減
が
あ
る
が
、
受
給
者
は
不
利
益
の
み
を
強
要
さ
れ
る
。
沖

縄
返
還
時
の
理
念
に
立
ち
返
っ
て
、
少
な
く
と
も
他
の
地
域
と
同
等
に
す
る
よ

う
政
令
を
改
め
る
べ
き
だ
。

　

つ
ぎ
に
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
。
主
と
し
て
厚
生
労
働
省
の
所

管
事
業
だ
が
、
法
律
の
趣
旨
を
具
体
的
に
実
現
す
る
た
め
に
は
地
方
自
治
体
が

決
定
的
な
役
割
を
持
つ
。
社
会
保
障
制
度
改
革
国
民
会
議
で
は
新
し
い
制
度
を

作
る
ほ
ど
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
も
っ
て
事
に
当
た
る
べ
き
だ
と
の
発
言
も
あ
っ
た
。

街
づ
く
り
と
も
一
体
で
事
を
進
め
る
た
め
に
総
務
省
の
役
割
は
大
き
い
こ
と
を

強
調
し
た
い
。

　
総
務
省

部
長
・
福
利
課
長
ほ
か
担
当
者
か
ら
回
答

一 

．
憲
法
第
二
五
条
の
生
存
権
理
念
を
基
礎
に
社
会
保
障
諸
制
度
及
び
地

域
福
祉
施
策
を
確
立
す
る
こ
と
。
（
回
答
な
し
）

二
．
年
金
に
つ
い
て 

　

⑴ 　

年
金
制
度
の
検
討
に
当
た
っ
て
は
、
多
く
の
加
入
者
を
持
つ
超
長

期
の
制
度
で
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
こ
と
。
そ
の
改
善
・
改
革
は
実

証
に
基
づ
く
綿
密
な
設
計
と
丁
寧
な
合
意
形
成
に
よ
る
こ
と
。
ま
た
、

被
保
険
者
・
年
金
受
給
者
の
意
見
反
映
を
保
障
す
る
こ
と
。 

　

⑵ 　

「
社
会
保
障
制
度
改
革
国
民
会
議
」
で
議
論
さ
れ
た
「
全
国
民
共

通
の
所
得
比
例
年
金
の
創
設
・
税
を
財
源
と
す
る
最
低
保
障
年
金
」

を
内
容
と
す
る
「
新
し
い
年
金
制
度
の
創
設
」
は
、
制
度
に
多
く
の

問
題
が
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
、
将
来
の
検
討
課
題
と
す
る
こ
と
。 

（
回
答
） 

　

平
成
二
四
年
に
成
立
し
た
被
用
者
年
金
一
元
化
法
等
に
よ
り
、
共
済
年
金
は

厚
生
年
金
に
統
合
さ
れ
る
と
と
も
に
、
公
的
年
金
と
し
て
の
職
域
部
分
の
廃
止

と
同
時
に
公
務
の
特
殊
性
に
も
配
慮
し
た
公
務
員
制
度
の
一
環
と
し
て
、
「
年

金
払
い
退
職
給
付
」
を
設
け
る
こ
と
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
す
。 

　

社
会
保
障
制
度
改
革
国
民
会
議
に
お
い
て
審
議
さ
れ
た
課
題
等
に
つ
い
て
は
、

そ
の
審
議
の
結
果
等
を
踏
ま
え
、
社
会
保
障
制
度
改
革
の
全
体
像
・
進
め
方
を

明
示
す
る
も
の
で
あ
る
「
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
の
確
立
を
図
る
た
め
の

改
革
の
推
進
に
関
す
る
法
律
」
（
い
わ
ゆ
る
社
会
保
障
改
革
プ
ロ
グ
ラ
ム
法
）

が
昨
年
一
二
月
に
公
布
さ
れ
ま
し
た
。

　

本
法
律
に
お
い
て
は
、
被
用
者
年
金
一
元
化
法
等
既
に
成
立
し
た
年
金
関
連

法
の
着
実
な
実
施
の
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
社
会
経
済
情
勢
の
変

化
に
対
応
し
た
保
障
機
能
を
強
化
し
、
世
代
間
及
び
世
代
内
の
公
平
性
を
確
保

す
る
観
点
か
ら
、
公
的
年
金
制
度
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ

い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 
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（
そ
の
際
に
は
、
関
係
者
の
御
意
見
も
十
分
伺
い
つ
つ
、
対
応
し
て
ま
い
り
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。
） 

　

⑶ 　

地
方
自
治
体
に
働
く
非
常
勤
職
員
・
臨
時
職
員
を
含
め
短
時
間
労

働
者
の
被
用
者
年
金
加
入
を
抜
本
的
に
拡
大
す
る
こ
と
。 

（
回
答
） 

　

被
用
者
年
金
一
元
化
法
に
よ
り
公
務
員
も
厚
生
年
金
に
加
入
す
る
こ
と
と
さ

れ
ま
し
た
。
平
成
二
四
年
の
通
常
国
会
に
お
い
て
成
立
し
た
年
金
機
能
強
化
法

で
は
、
平
成
二
八
年
一
〇
月
か
ら
厚
生
年
金
へ
の
加
入
要
件
で
あ
る
一
週
間
の

所
定
労
働
時
間
を
週
三
〇
時
間
以
上
か
ら
週
二
〇
時
間
以
上
に
緩
和
す
る
な
ど

公
務
部
門
も
含
め
た
短
時
間
労
働
者
に
対
す
る
厚
生
年
金
の
適
用
拡
大
が
行
わ

れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

　

ま
た
、
平
成
二
六
年
七
月
四
日
に
発
出
さ
れ
た
「
臨
時
・
非
常
勤
職
員
及
び

任
期
付
き
職
員
の
任
用
等
に
つ
い
て
」
（
総
行
公
第
五
九
号　

総
務
省
自
治
行

政
局
公
務
員
部
長
通
知
）
に
お
い
て
は
、
地
共
済
法
が
適
用
さ
れ
な
い
者
の
社

会
保
険
の
適
用
に
つ
い
て
、
厚
生
年
金
及
び
健
康
保
険
の
各
法
律
に
基
づ
く
適

用
要
件
に
則
っ
た
適
切
な
対
応
を
求
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
、
各
地

方
公
共
団
体
に
お
か
れ
て
は
、
本
通
知
に
し
た
が
い
、
非
常
勤
職
員
・
臨
時
職

員
に
係
る
厚
生
年
金
及
び
健
康
保
険
の
適
用
に
関
し
適
切
な
対
応
が
図
ら
れ
る

も
の
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

⑷ 　

マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
制
度
に
よ
る
既
裁
定
年
金
額
調
整
に
つ
い

て
、
名
目
年
金
額
を
減
額
す
る
制
度
に
変
更
し
な
い
こ
と
。
基
礎
年

金
を
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
の
対
象
外
と
す
る
こ
と
。 

　

⑸ 　

高
齢
者
の
就
業
、
保
険
料
拠
出
期
間
、
年
金
受
給
年
齢
を
見
直
す

場
合
は
、
希
望
す
る
者
が
就
労
に
よ
り
社
会
保
障
制
度
を
支
え
る
側

に
立
つ
こ
と
を
促
す
制
度
と
す
る
こ
と
。 

（
回
答
） 

　

社
会
保
障
改
革
プ
ロ
グ
ラ
ム
法
に
お
い
て
は
、
世
代
間
公
平
の
観
点
か
ら
、

「
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
の
仕
組
み
の
在
り
方
」
、
「
短
時
間
労
働
者
に
対
す
る

被
用
者
保
険
の
適
用
拡
大
」
、
「
高
齢
期
に
お
け
る
就
労
と
年
金
受
給
の
在
り

方
」
に
つ
い
て
、
引
き
続
き
検
討
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

　

ま
た
、
平
成
二
六
年
の
財
政
検
証
に
お
い
て
も
、
社
会
保
障
制
度
改
革
国
民

会
議
の
報
告
書
及
び
プ
ロ
グ
ラ
ム
法
を
踏
ま
え
、
年
金
制
度
の
課
題
の
検
討
に

資
す
る
よ
う
な
検
証
作
業
（
オ
プ
シ
ョ
ン
試
算
）
と
し
て
、
「
マ
ク
ロ
経
済
ス

ラ
イ
ド
の
仕
組
み
の
見
直
し
」
、
「
被
用
者
保
険
の
更
な
る
拡
大
」
、
「
保
険
料
拠

出
期
間
と
受
給
開
始
年
齢
の
選
択
制
」
を
加
味
し
た
試
算
が
行
わ
れ
て
い
ま

す
。 

　

年
金
制
度
に
つ
い
て
は
、
年
金
生
活
者
の
理
解
を
十
分
に
得
る
必
要
が
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
制
度
改
正
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
オ
プ
シ
ョ
ン
試

算
の
結
果
等
も
踏
ま
え
つ
つ
、
年
金
部
会
等
で
の
十
分
な
議
論
が
必
要
と
考
え

て
い
ま
す
。 

　

⑹ 　

地
方
公
務
員
共
済
長
期
積
立
金
に
つ
い
て
、
「
公
的
・
準
公
的
資

金
の
運
用
・
リ
ス
ク
管
理
の
高
度
化
等
に
関
す
る
有
識
者
会
議
」
が

提
言
す
る
ハ
イ
リ
ス
ク
運
用
比
率
引
き
上
げ
を
実
施
し
な
い
こ
と
。

国
連
が
提
唱
す
る
「
責
任
投
資
原
則
（
Ｐ
Ｒ
Ｉ
）
」
の
趣
旨
に
沿
っ

た
運
用
を
拡
充
す
る
こ
と
。 

（
回
答
） 

　

積
立
金
の
運
用
に
当
た
っ
て
は
、
安
全
か
つ
効
率
的
に
行
う
と
い
う
大
原
則

の
も
と
行
う
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
上
で
、
有
識
者
会
議
の
提
言
は
、
デ

フ
レ
か
ら
の
脱
却
を
図
り
、
適
度
な
イ
ン
フ
レ
環
境
へ
と
移
行
し
つ
つ
あ
る
我

が
国
経
済
の
状
況
を
踏
ま
え
、
そ
れ
ぞ
れ
の
規
模
及
び
性
格
に
応
じ
た
運
用
及

び
リ
ス
ク
管
理
の
見
直
し
を
で
き
る
限
り
迅
速
に
進
め
る
こ
と
を
求
め
て
い
る

も
の
で
す
。 

　

運
用
の
改
革
は
専
ら
被
保
険
者
の
利
益
の
た
め
に
行
う
も
の
で
あ
り
、
こ
う

し
た
運
用
が
結
果
的
に
成
長
へ
の
投
資
、
ひ
い
て
は
日
本
経
済
に
貢
献
し
、
経

済
の
好
循
環
実
現
に
も
つ
な
が
る
と
考
え
て
い
ま
す
。 

　

ま
た
、
国
連
の
責
任
投
資
原
則
（
Ｐ
Ｒ
Ｉ
）
の
趣
旨
を
踏
ま
え
た
投
資
手
法

で
あ
る
社
会
的
責
任
投
資
（
Ｓ
Ｒ
Ｉ
）
や
環
境
・
社
会
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
着
目

し
た
投
資
（
Ｅ
Ｓ
Ｇ
）
に
つ
い
て
は
、
地
方
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
に
お
い

て
、
公
的
年
金
と
し
て
社
会
的
貢
献
に
配
慮
し
た
対
応
も
必
要
で
あ
る
と
し
て
、

平
成
二
一
年
度
か
ら
実
施
し
て
お
り
、
全
国
市
町
村
職
員
共
済
組
合
連
合
会
に

お
い
て
も
、
平
成
二
四
年
八
月
か
ら
実
施
し
て
お
り
ま
す
。 

　

地
方
公
務
員
共
済
組
合
全
体
と
し
て
は
、
今
後
両
連
合
会
の
運
用
実
績
等
も

踏
ま
え
、
社
会
的
責
任
投
資
等
の
活
用
に
向
け
た
検
討
が
進
む
も
の
と
考
え
て

お
り
ま
す
。 

　

⑺ 　

被
用
者
年
金
の
一
元
化
に
伴
う
追
加
費
用
削
減
に
つ
い
て
、
沖
縄

の
共
済
年
金
受
給
者
は
政
令
に
よ
り
そ
れ
以
外
の
地
域
よ
り
追
加
費

用
期
間
が
長
く
削
減
幅
が
大
き
い
。
同
等
に
な
る
よ
う
改
め
る
こ
と
。

（
回
答
） 

　

追
加
費
用
の
削
減
は
、
共
済
年
金
受
給
者
間
で
給
付
と
負
担
の
バ
ラ
ン
ス
の

公
平
性
を
高
め
る
と
い
う
趣
旨
で
、
公
務
員
等
の
恩
給
期
間
は
本
人
負
担
が
少

な
か
っ
た
こ
と
に
着
目
し
、
恩
給
期
間
分
の
給
付
に
つ
い
て
、
負
担
に
見
合
っ

た
給
付
水
準
と
す
る
よ
う
に
減
額
す
る
も
の
で
す
。 

　

ご
指
摘
の
追
加
費
用
期
間
の
違
い
に
つ
い
て
は
、
沖
縄
以
外
の
組
合
員
に
対

す
る
地
共
済
法
の
適
用
が
昭
和
三
七
年
一
二
月
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
の
恩
給
期

間
が
対
象
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
対
し
、
沖
縄
の
組
合
員
に
つ
い
て
は
、
昭
和

四
一
年
七
月
か
ら
沖
縄
の
共
済
法
に
よ
る
共
済
制
度
が
適
用
さ
れ
、
同
月
前
の

恩
給
期
間
が
対
象
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
生
じ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
い
ず

れ
も
共
済
年
金
の
適
用
前
の
恩
給
期
間
等
を
追
加
費
用
期
間
と
す
る
考
え
方
に

違
い
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

　

な
お
、
追
加
費
用
の
削
減
に
当
た
っ
て
は
、
①
減
額
率
の
上
限
は
恩
給
期
間

も
含
め
た
共
済
年
金
全
体
の
一
〇
％
と
す
る
、
②
二
三
〇
万
円
／
年
以
下
の
給

付
（
恩
給
期
間
も
含
め
た
共
済
年
金
全
体
）
は
減
額
し
な
い
、
と
い
う
措
置
を

講
じ
、
受
給
者
の
生
活
の
安
定
に
も
配
慮
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。 

　

民
間
被
用
者
、
公
務
員
を
通
じ
た
公
平
性
を
確
保
す
る
こ
と
に
よ
り
、
制
度

の
安
定
化
と
公
平
化
を
図
り
、
若
い
世
代
を
含
め
、
す
べ
て
の
世
代
の
安
心
を

確
保
す
る
た
め
、
ご
理
解
を
お
願
い
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。 

三
．
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
基
盤
整
備
に
つ
い
て

　

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
を
実
践
し
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、
認
知

症
高
齢
者
施
策
、
高
齢
者
住
宅
な
ど
不
足
し
て
い
る
介
護
基
盤
・
サ
ー
ビ

ス
に
つ
い
て
、
今
後
の
需
要
増
を
見
込
ん
で
計
画
的
整
備
・
充
足
を
図
る

た
め
、
適
切
な
財
政
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

　

特
に
東
日
本
大
震
災
被
災
地
域
に
お
け
る
介
護
基
盤
の
復
旧
・
整
備
を

急
ぐ
こ
と
。 

（
回
答
） 

　

介
護
基
盤
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
地
方
債
等
に
よ
る
地
方
財
政
措
置
に
加
え
、

平
成
二
七
年
度
か
ら
は
従
来
の
介
護
基
盤
緊
急
整
備
等
臨
時
特
例
基
金
等
に
替

え
て
、
地
域
医
療
介
護
総
合
確
保
基
金
に
よ
る
財
政
支
援
が
行
わ
れ
る
こ
と
と

な
っ
て
い
ま
す
。 

　

地
域
医
療
介
護
総
合
確
保
基
金
は
、
平
成
二
六
年
度
に
各
都
道
府
県
に
設
置

さ
れ
、
そ
の
財
源
に
つ
い
て
は
毎
年
度
の
消
費
税
増
収
分
に
よ
り
措
置
さ
れ
る

こ
と
と
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
総
務
省
と
し
て
は
、
厚
生
労
働
省
に
対
し
、
所

要
の
国
費
の
確
保
を
要
請
す
る
と
と
も
に
、
基
金
財
源
に
係
る
地
方
負
担
分
に

つ
い
て
も
、
適
切
に
地
方
財
政
措
置
を
講
じ
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。 

　

ま
た
、
平
成
二
七
年
度
概
算
要
求
に
お
い
て
は
、
東
日
本
大
震
災
の
被
災
地

域
に
お
け
る
介
護
基
盤
の
復
旧
・
整
備
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
省
が
二
〇
億
円

を
要
求
し
て
い
ま
す
。
総
務
省
と
し
て
は
、
厚
生
労
働
省
と
連
携
し
つ
つ
、
今

後
と
も
介
護
基
盤
の
計
画
的
な
整
備
が
推
進
さ
れ
る
よ
う
適
切
に
対
応
し
て
ま

い
り
ま
す
。 

四
．
生
活
保
護
・
生
活
困
窮
者
自
立
に
つ
い
て
（
回
答
な
し
）

　

生
活
保
護
基
準
を
切
り
下
げ
た
こ
と
、
お
よ
び
法
改
正
に
よ
り
申
請

者
・
受
給
者
の
権
利
を
抑
制
す
る
こ
と
は
、
市
民
生
活
・
地
方
自
治
体
の

諸
施
策
に
大
き
な
悪
影
響
を
及
ぼ
す
。
関
係
省
庁
と
調
整
し
て
速
や
か
に

復
元
す
る
こ
と
。
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
に
つ
い
て
、
当
事
者
の
権
利

保
障
の
た
め
地
方
自
治
体
と
協
力
し
て
、
確
実
な
事
業
実
施
を
図
る
こ
と
。

五
．
税
制
に
つ
い
て

　

公
的
年
金
か
ら
の
個
人
住
民
税
の
特
別
徴
収
は
希
望
者
の
み
を
対
象
と

す
る
こ
と
。

（
回
答
） 

　

従
来
、
公
的
年
金
の
受
給
者
の
方
に
対
し
て
は
、
個
人
住
民
税
を
普
通
徴
収

の
方
法
に
よ
り
、
年
四
回
窓
口
等
で
直
接
納
付
し
て
い
た
だ
く
手
間
を
お
か
け

し
て
き
ま
し
た
。 

　

こ
う
し
た
状
況
に
お
い
て
、
全
国
市
長
会
や
全
国
町
村
会
等
か
ら
の
要
望
も

踏
ま
え
、
市
町
村
に
お
け
る
徴
収
の
効
率
化
を
図
り
つ
つ
、
公
的
年
金
の
受
給

者
の
方
の
納
税
の
便
宜
を
図
る
観
点
か
ら
、
個
人
住
民
税
の
公
的
年
金
か
ら
の



特
別
徴
収
は
導
入
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。 

　

特
別
徴
収
の
導
入
に
お
い
て
は
、
新
た
な
税
負
担
を
求
め
る
も
の
で
は
な
く
、

ま
た
、
控
除
の
適
用
関
係
に
影
響
を
及
ぼ
す
な
ど
に
よ
り
世
帯
全
体
で
見
た
場

合
の
税
負
担
額
が
増
加
す
る
よ
う
な
こ
と
が
生
じ
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、

ご
理
解
を
賜
れ
れ
ば
と
思
い
ま
す
。 

　

な
お
、
仮
に
普
通
徴
収
と
の
選
択
が
可
能
な
仕
組
み
と
す
る
場
合
、
市
町
村

に
お
い
て
は
税
務
シ
ス
テ
ム
の
改
修
が
必
要
と
な
る
ほ
か
、
納
税
者
へ
の
意
向

確
認
等
新
た
な
事
務
負
担
が
生
じ
る
こ
と
と
な
る
た
め
、
そ
う
し
た
仕
組
み
の

導
入
に
は
課
題
が
あ
る
と
こ
ろ
で
す
。

六
．
社
会
保
障
・
税
番
号
に
つ
い
て
（
回
答
な
し
）

　

⑴ 　

「
社
会
保
障
・
税
番
号
」
に
つ
い
て
は
、
技
術
・
倫
理
両
面
か
ら

個
人
情
報
の
漏
洩
・
改
竄
を
防
止
す
る
仕
組
み
を
確
立
す
る
こ
と
。

あ
わ
せ
て
、
侵
害
が
生
じ
た
場
合
の
制
裁
・
補
償
の
ル
ー
ル
を
予
め

明
示
す
る
こ
と
。

　

⑵ 　

「
社
会
保
障
・
税
番
号
」
の
目
的
は
個
人
を
特
定
す
る
こ
と
に
限

定
し
、
社
会
保
障
の
負
担
と
給
付
に
関
す
る
「
社
会
保
障
の
個
人
会

計
」
と
は
将
来
に
わ
た
っ
て
完
全
に
遮
断
す
る
こ
と
。

七
．
Ｔ
Ｐ
Ｐ
に
つ
い
て
（
回
答
な
し
）

　

Ｔ
Ｐ
Ｐ
加
入
は
、
国
民
健
康
保
険
を
軸
と
す
る
公
的
国
民
皆
保
険
・
自

主
共
済
・
郵
貯
簡
保
等
を
危
機
に
さ
ら
す
と
と
も
に
農
林
水
産
業
に
打
撃

を
与
え
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
Ｉ
Ｓ
Ｄ
Ｓ
条
項
が
合
意
・
発
動
さ
れ
れ
ば
、
地
域
産
業
育
成
の

た
め
の
優
先
発
注
・
環
境
規
制
な
ど
の
国
内
ル
ー
ル
よ
り
外
国
の
投
資
家

の
利
益
を
優
先
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
を
考
慮
し
、
参
加
交

渉
か
ら
撤
退
す
る
よ
う
関
連
省
庁
と
調
整
す
る
こ
と
。

八
． 

エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
と
原
子
力
発
電
の
見
直
し
に
つ
い
て
（
回
答
な

し
）

　

⑴ 　

従
前
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
を
抜
本
的
に
見
直
す
立
場
で
関
連
省
庁

と
協
議
す
る
こ
と
。

　
　

①　

エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
の
地
方
分
権
を
進
め
る
こ
と
。

＜

提
案＞

　

二
〇
一
四
年
九
月
一
六
日
に
開
か
れ
た
退
職
者
連
合
の
組
織
代
表
者
会
議
で

次
の
提
案
が
あ
っ
た
。

　

全
国
高
齢
者
集
会
に
つ
い
て
、
敬
老
の
日
に
こ
だ
わ
ら
ず
に
ア
ピ
ー
ル

効
果
の
あ
る
、
国
会
開
会
中
開
催
に
時
期
を
変
更
し
た
い
。
二
〇
一
五
年

は
次
に
よ
り
開
催
す
る
案
と
し
、
組
織
代
表
者
会
議
で
討
議
に
付
し
、
一

一
月
幹
事
会
で
結
論
を
出
す
。

日　
　

時
：
二
〇
一
五
年
五
月
二
二
日
（
金
）
一
三
：
〇
〇
～

場　
　

所
：
日
比
谷
公
会
堂

デ
モ
行
進
：
国
会
請
願
を
実
施

　

こ
の
件
に
つ
い
て
は
退
連
総
会
で
、
「
全
国
高
齢
者
集
会
は
法
案
審
議
が
行

わ
れ
て
い
る
時
期
に
国
会
請
願
と
セ
ッ
ト
で
実
施
で
き
る
日
程
に
変
更
す
べ

き
」
と
の
発
言
が
あ
り
、
こ
れ
を
受
け
た
第
一
回
幹
事
会
で
の
フ
リ
ー
討
議
を

経
て
提
案
さ
れ
た
も
の
。

＜

地
公
退
の
検
討
と
意
見＞

　

地
公
退
は
全
国
高
齢
者
集
会
の
前
段
で
地
公
三
単
産
・
地
公
退
集
会
を
開
催

す
る
伝
統
を
も
っ
て
き
た
。
集
会
日
程
が
変
更
さ
れ
れ
ば
地
公
退
と
し
て
も
、

構
成
組
織
と
し
て
も
今
後
の
運
動
組
み
立
て
に
大
き
な
影
響
が
出
る
た
め
、
提

案
に
対
し
て
臨
時
三
役
会
、
臨
時
役
員
会
を
開
催
し
て
検
討
し
た
。

　

こ
こ
で
の
主
な
意
見
は
次
の
通
り
。

＊ 

集
会
の
あ
り
か
た
の
議
論
は
柔
軟
で
よ
い
が
、
結
論
は
諸
要
素
を
検
討
し
、

一
定
の
時
間
的
余
裕
を
も
っ
て
出
す
べ
き
で
、
来
年
か
ら
の
実
施
提
案
は
唐

突
。
討
議
と
準
備
に
時
間
が
必
要
な
の
で
来
年
か
ら
で
は
な
く
、
少
な
く
と

も
再
来
年
以
降
を
念
頭
に
置
い
て
検
討
す
べ
き
。

　
　

② 　

市
民
と
と
も
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
多
消
費
型
社
会
構
造
・
生
活
構
造

を
変
革
し
、
需
要
に
合
わ
せ
る
供
給
か
ら
供
給
に
合
わ
せ
る
需
要

に
転
換
す
る
こ
と
。

　
　

③ 　

再
生
可
能
な
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
開
発
・
普
及
を
進
め
、
温
室

効
果
ガ
ス
削
減
を
図
る
こ
と
。

　

⑵ 　

地
方
自
治
体
と
協
力
し
て
原
子
力
発
電
所
の
安
全
性
を
徹
底
的
に

検
証
・
点
検
し
て
情
報
公
開
す
る
こ
と
。
原
子
力
発
電
に
依
存
し
な

い
社
会
を
め
ざ
し
、
新
た
な
原
子
力
発
電
所
は
建
設
し
な
い
こ
と
。

休
止
し
た
炉
は
原
則
的
に
再
稼
働
せ
ず
、
計
画
的
に
廃
炉
と
す
る
こ

と
。
原
発
の
設
置
・
稼
働
に
関
す
る
検
討
は
事
故
時
に
影
響
を
受
け

る
可
能
性
の
あ
る
全
て
の
自
治
体
を
当
事
者
と
す
る
こ
と
。

　
地
公
退
・
川
端

　

総
務
省
の
所
管
事
項
に
つ
い
て
考
え
方
を
う
か
が
っ
た
。

　

そ
の
う
ち
の
沖
縄
県
に
関
す
る
追
加
費
用
に
つ
い
て
再
度
発
言
す
る
。
沖
縄

に
つ
い
て
総
務
省
が
、
追
加
費
用
期
間
の
長
短
の
問
題
で
は
な
く
、
取
扱
い
の

考
え
方
と
し
て
整
理
し
た
こ
と
は
そ
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
。
そ
の
う
え
で

な
お
、
受
給
者
本
人
は
年
金
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
他
の
地
域
の
地
方
公
務
員
よ

り
大
き
な
利
益
を
得
て
い
な
い
の
に
、
よ
り
大
き
な
減
額
と
な
る
こ
と
は
ど
う

し
て
も
納
得
で
き
な
い
、
復
帰
の
理
念
に
も
反
す
る
と
考
え
て
い
る
こ
と
を
述

べ
て
お
く
。

　
江
崎
参
議
院
議
員

　

地
公
退
の
主
張
と
総
務
省
の
考
え
方
に
は
課
題
に
よ
っ
て
は
ち
が
い
も
あ
る

よ
う
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
意
見
交
換
は
有
意
義
だ
。

　

共
済
年
金
積
立
金
の
社
会
責
任
投
資
に
つ
い
て
は
私
も
か
ね
て
か
ら
問
題
意

識
を
持
っ
て
き
た
。
着
実
に
前
進
し
て
い
る
よ
う
だ
が
一
層
の
進
展
を
期
待
す

る
。

　

今
後
も
諸
課
題
に
つ
い
て
協
議
し
な
が
ら
よ
い
制
度
作
り
・
施
策
を
進
め
て

ほ
し
い
。

＊ 

そ
も
そ
も
九
・
一
五
集
会
は
「
敬
老
の
日
」
と
い
う
社
会
的
に
高
齢
者
問
題

へ
の
関
心
が
高
ま
る
日
に
行
動
す
る
こ
と
で
、
内
外
へ
の
ア
ピ
ー
ル
を
は
か

る
設
定
だ
っ
た
。
こ
の
「
趣
旨
」
は
活
用
す
べ
き
伝
統
。
地
公
退
は
結
成
し

た
一
九
七
四
年
に
九
・
一
四
地
公
労
高
齢
者
大
行
動
を
実
施
し
て
、
翌
日
の

都
立
体
育
館
で
九
〇
〇
〇
人
が
参
加
し
た
九
・
一
五
高
齢
者
集
会
に
結
集
し

て
以
来
こ
の
運
動
を
大
切
に
継
続
し
て
き
た
。

　

 （
参
考
：
積
極
的
に
老
人
問
題
に
取
り
組
む
自
治
体
の
働
き
か
け
に
よ
り
、

一
九
六
五
年
に
国
民
の
祝
日
法
で
「
敬
老
の
日
」
が
制
定
さ
れ
た
。
そ
の
後

二
〇
〇
一
年
同
法
が
改
正
さ
れ
い
わ
ゆ
る
ハ
ッ
ピ
ー
マ
ン
デ
ー
制
に
変
わ
り
、

二
〇
〇
三
年
か
ら
九
月
第
三
月
曜
に
変
更
さ
れ
た
。
し
か
し
、
九
・
一
五
を

尊
重
せ
よ
と
い
う
声
が
強
く
祝
日
法
と
は
別
に
老
人
福
祉
法
で
「
九
・
一
五

を
老
人
の
日
、
同
日
か
ら
一
週
間
を
老
人
週
間
と
す
る
」
こ
と
が
定
め
ら
れ

た
。
）

＊ 

検
討
の
発
端
に
な
っ
た
国
会
開
催
中
の
行
動
の
必
要
性
に
つ
い
て
は
、
法
案

対
策
で
不
可
欠
な
状
況
が
あ
る
と
き
は
、
覚
悟
し
て
財
政
を
準
備
し
て
そ
の

年
の
判
断
と
し
て
実
施
す
る
考
え
方
も
あ
る
。
ま
た
、
通
行
人
が
少
な
い
休

日
の
銀
座
デ
モ
の
効
果
へ
の
疑
問
が
表
明
さ
れ
て
い
る
が
、
か
つ
て
は
デ
モ

実
施
自
体
が
無
か
っ
た
中
か
ら
脱
皮
し
て
き
た
歴
史
を
積
極
的
に
見
る
べ
き
。

＊ 

実
務
的
に
は
、
九
・
一
五
を
軸
に
し
て
各
組
織
が
年
間
日
程
を
組
ん
で
い
る
。

仮
に
上
記
の
趣
旨
問
題
を
割
り
切
っ
た
と
し
て
も
、
日
程
調
整
や
予
算
措
置

な
ど
関
係
組
織
討
議
と
合
意
が
不
可
欠
。

＊ 

退
連
集
会
を
国
会
開
催
時
期
の
集
会
に
切
り
替
え
る
場
合
、
予
算
関
連
法
案

が
焦
点
の
年
は
三
月
行
動
が
必
要
だ
し
、
非
関
連
で
あ
れ
ば
会
期
後
半
に
行

動
が
必
要
で
開
催
日
が
流
動
的
に
な
る
。
そ
の
前
日
に
開
催
し
て
き
た
三
単

産
・
地
公
退
集
会
を
従
来
通
り
連
動
さ
せ
る
こ
と
は
会
場
確
保
を
含
め
て
事

実
上
で
き
な
く
な
る
。



＊ 
仮
に
退
連
集
会
が
五
月
に
移
行
す
る
場
合
は
、
そ
れ
と
九
月
の
地
公
退
集
会

と
の
二
単
位
の
大
集
会
を
実
施
す
る
財
政
力
は
な
い
の
で
、
退
連
集
会
参
加

規
模
を
縮
小
し
て
地
公
退
集
会
を
実
施
す
る
か
、
退
連
集
会
に
収
斂
し
て
地

公
退
集
会
を
や
め
る
か
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

　

以
上
か
ら
役
員
会
の
確
認
に
基
づ
い
て
一
〇
月
八
日
に
地
公
退
と
し
て
次
の

要
請
書
に
よ
り
退
職
者
連
合
に
意
見
反
映
し
た
。

二
〇
一
四
年
一
〇
月
八
日　

九
・
一
五
集
会
の
日
程
変
更
提
案
に
つ
い
て

　

日
頃
高
齢
退
職
者
の
生
活
充
実
と
平
和
な
社
会
の
た
め
尽
力
さ
れ
て
お

り
ま
す
こ
と
に
、
心
か
ら
敬
意
を
表
し
ま
す
。

　

さ
て
、
こ
の
た
び
九
月
一
六
日
の
退
職
者
連
合
組
織
代
表
者
会
議
で
提

案
さ
れ
た
見
出
し
の
件
に
つ
い
て
、
地
公
退
は
一
〇
月
六
日
に
緊
急
役
員

会
を
開
催
し
て
、
討
議
の
結
果
下
記
の
意
見
を
取
り
ま
と
め
ま
し
た
の
で

ご
報
告
し
ま
す
。
今
後
の
組
織
判
断
の
参
考
と
し
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

な
お
、
地
公
退
は
退
職
者
連
合
の
直
接
の
構
成
組
織
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
地
公
退
を
構
成
す
る
全
国
組
織＜

自
治
退
（
都
市
交
退
協
と
統

合
）
・
日
退
連
（
日
退
教
・
退
女
教
）
・
全
水
道
退
協＞

は
い
ず
れ
も
構
成

組
織
で
あ
り
、
地
域
組
織
で
あ
る
東
京
都
退
職
者
協
議
会
は
構
成
組
織
の

地
域
組
織
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
従
来
、
地
公
退
は
退
職
者
連
合
の
九
・
一
五
集
会
成
功
の
た
め
、

そ
の
前
段
行
動
と
し
て
現
役
の
地
公
三
単
産
（
自
治
労
・
日
教
組
・
全
水

　
　

九
月
一
四
日
に
日
本
教
育
会
館
で
開
催
さ
れ
た
「
地
公
三
単
産
・
地
公
退
高

齢
者
集
会
」
は
七
〇
〇
人
の
組
合
員
・
退
職
者
会
員
が
参
加
し
た
。
主
催
者
と

し
て
全
水
道
の
永
井
雅
師
委
員
長
が
発
言
し
た
後
、
地
公
退
の
西
澤
清
会
長
が

＜

立
憲
主
義
を
否
定
す
る
集
団
的
自
衛
権
行
使
容
認
の
閣
議
決
定
を
許
さ
な
い

＞
＜

平
和
の
祈
り
を
込
め
て
続
け
て
き
た
広
島
・
長
崎
集
会
、
被
爆
者
団
体
代

表
に
見
解
の
相
違
と
言
い
放
つ
安
倍
を
許
さ
な
い＞

＜

辺
野
古
基
地
新
設
強
行

を
許
さ
な
い
、
安
倍
政
権
の
姿
勢
は
琉
球
処
分
の
延
長
上
に
あ
る＞

＜

我
々
の

文
化
は
や
さ
し
さ
、
屈
服
し
な
い
心
で
戦
争
と
差
別
を
憎
み
続
け
る＞

。
な
ど

に
つ
い
て
発
言
し
た
。
そ
の
後
来
賓
と
し
て
出
席
し
た
退
職
者
連
合
・
和
田
正

副
会
長
、
民
主
党
・
小
川
敏
夫
参
議
院
議
員
、
社
民
党
・
福
島
瑞
穂
副
党
首
か

ら
連
帯
の
あ
い
さ
つ
を
受
け
た
。
自
治
労
・
田
中
浩
二
総
合
労
働
局
長
に
よ
る

基
調
報
告
、
地
公
退
の
川
端
事
務
局
長
報
告
が
確
認
さ
れ
た
後
、
音
楽
家
・
海

勢
頭
豊
氏
と
そ
の
チ
ー
ム
に
よ
る
「
沖
縄
の
歴
史
と
文
化
か
ら
平
和
を
考
え

る
」
を
主
題
と
す
る
ト
ー
ク
ラ
イ
ブ
公
演
を
実
施
し
た
。
心
の
深
い
と
こ
ろ
か

ら
発
す
る
平
和
へ
の
決
意
を
表
す
歌
と
話
は
、
チ
ー
ム
に
よ
る
演
奏
・
踊
り
と

相
俟
っ
て
参
加
者
に
感
銘
を
与
え
た
。

　
　

九
月
一
五
日
に
日
比
谷
公
会
堂
で
開
催
さ
れ
た
「
二
〇
一
四
全
国
高
齢
者
集

会
」
は
全
国
か
ら
二
〇
〇
〇
人
の
高
齢
者
が
参
加
し
た
。
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
と
し

て
「
野
の
花
会
」
の
民
謡
踊
り
が
披
露
さ
れ
て
会
場
を
和
ま
せ
た
。
主
催
者
代

表
と
し
て
阿
部
保
吉
会
長
は＜

大
震
災
と
原
発
事
故
か
ら
の
復
興
・
再
生
を
最

優
先
で＞

＜

平
和
な
く
し
て
社
会
保
障
な
し
、
平
和
を
脅
か
す
安
倍
政
権
許
さ

ず＞
＜

雇
用
改
善
な
く
し
て
社
会
保
障
な
し
、
雇
用
を
脅
か
す
安
倍
政
権
許
さ

ず＞
＜

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
を
め
ざ
し
、
要
支
援
者
に
対
す
る
介

護
保
険
給
付
打
ち
切
り
の
実
態
検
証＞

＜

年
金
・
医
療
の
制
度
要
求
実
現＞

＜

組
織
の
強
化
拡
大＞

な
ど
に
つ
い
て
発
言
し
た
。

　

連
合
代
表
の
神
津
里
季
生
事
務
局
長
が
あ
い
さ
つ
し
た
あ
と
、
来
賓
と
し
て

参
加
し
た
民
主
党
海
江
田
万
里
代
表
、
社
民
党
福
島
瑞
穂
副
党
首
か
ら
連
帯
の

あ
い
さ
つ
を
受
け
た
。
羽
山
事
務
局
長
の
基
調
報
告
の
後
、
①
東
日
本
大
震
災

被
災
地
か
ら
：
岩
手
県
退
職
者
連
合
安
藤
勝
夫
会
長　

②
読
み
聞
か
せ
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
：
愛
媛
県
高
退
連
萩
森
和
子
氏　

③
秋
吉
台
の
山
焼
き
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
：
山
口
県
高
退
連
升
田
正
通
会
長　

の
地
域
報
告
を
受
け
た
。

　

集
会
を
閉
じ
る
前
に
日
音
協
の
歌
唱
指
導
に
よ
り
全
員
で
合
唱
し
た
あ
と
、

鍛
冶
橋
交
差
点
ま
で
の
デ
モ
行
進
を
実
施
し
た
。

道
）
と
と
も
に
九
・
一
四
集
会
を
開
催
し
て
き
た
歴
史
を
持
っ
て
お
り
、

こ
れ
を
変
更
す
る
場
合
は
現
役
三
単
産
と
と
も
に
あ
ら
た
め
て
、
協
議
・

合
意
を
積
み
重
ね
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
異
例
で
は
あ

り
ま
す
が
地
公
退
と
し
て
発
言
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
ご
理
解
を
得
た
い

と
存
じ
ま
す
。

記

一 

．
敬
老
の
日
に
触
発
さ
れ
て
社
会
的
関
心
が
高
ま
る
時
期
で
あ
る
九
月

に
行
動
す
る
意
義
を
継
承
す
べ
き
。

二 

．
国
会
重
要
時
期
に
行
動
の
必
要
が
あ
れ
ば
、
九
月
行
動
と
は
別
に
力

量
の
範
囲
内
で
企
画
す
べ
き
。

三 

．
九
月
集
会
を
五
月
に
変
更
し
た
い
と
す
る
組
織
代
表
者
会
議
で
の
提

案
は
一
旦
元
に
戻
し
て
、
改
め
て
集
会
の
位
置
づ
け
を
含
め
て
丁
寧
な

討
議
を
行
い
、
関
係
者
の
合
意
を
得
て
結
論
を
出
す
べ
き
。

＜

退
職
者
連
合
の
対
処＞

　

退
職
者
連
合
は
、
一
〇
月
二
一
日
に
開
催
し
た
常
任
幹
事
会
で
地
公
退
を
含

む
各
組
織
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
意
見
を
基
に
協
議
し
、
一
一
月
一
八
日
開
催
予
定

の
幹
事
会
に
「
来
年
に
つ
い
て
は
前
記
の
提
案
を
一
旦
撤
回
し
て
従
来
通
り
九

月
開
催
と
す
る
。
一
六
年
以
降
の
開
催
日
程
に
つ
い
て
は
慎
重
に
検
討
し
て
い

く
。
」
旨
提
案
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
ま
た
、
各
組
織
は
既
に
来
年
日
程
の

検
討
に
入
っ
て
い
る
の
で
、
混
乱
を
避
け
る
た
め
幹
事
会
決
定
前
で
は
あ
る
が

提
案
方
向
を
構
成
組
織
に
伝
え
る
こ
と
と
し
た
。

　

全
国
高
齢
者
集
会
を
、
よ
り
効
果
的
・
有
意
義
な
も
の
に
す
る
た
め
に
引
き

続
き
討
議
が
深
め
ら
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
。

　

一
二
年
前
か
ら
自
民
党
内
の
議
員
集
団
が
国
内
で
カ
ジ
ノ
を
開
設
す
る
た
め

の
立
法
を
し
よ
う
と
画
策
を
始
め
て
い
た
。
二
〇
一
〇
年
に
は
超
党
派
の
国
会

議
員
七
〇
人
余
が
「
国
際
観
光
産
業
振
興
議
員
連
盟
（
会
長
：
細
田
博
之
自
民

党
幹
事
長
代
行
）
」
な
る
集
団
を
作
り
、
こ
れ
が
ま
と
め
た
議
員
提
案
の
「
特

定
複
合
観
光
施
設
区
域
の
整
備
の
推
進
に
関
す
る
法
律
案
（
通
称
：
カ
ジ
ノ

法
）
」
が
提
出
さ
れ
た
。

　

こ
の
法
案
は
、
わ
が
国
の
刑
法
第
一
八
五
条
以
下
で
処
罰
対
象
と
さ
れ
て
い

る
賭
博
に
該
当
す
る
カ
ジ
ノ
の
設
置
を
認
め
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
る
よ

う
政
府
に
義
務
付
け
る
も
の
。
二
〇
一
四
年
通
常
会
で
は
継
続
審
議
と
さ
れ
、

そ
の
後
も
引
き
続
き
成
立
促
進
が
は
か
ら
れ
て
い
る
。
自
民
党
の
安
倍
総
理
・

麻
生
財
務
相
（
こ
の
二
人
は
国
会
で
質
問
さ
れ
て
最
近
辞
任
）
、
「
次
世
代
」
の

石
原
慎
太
郎
、
「
生
活
」
の
小
沢
一
郎
四
氏
が
議
連
の
最
高
顧
問
に
つ
い
て
お

り
、
総
理
は
「
経
済
対
策
の
目
玉
」
と
位
置
付
け
て
い
る
。

　

賭
博
は
、
価
値
あ
る
も
の
を
何
一
つ
作
り
出
さ
な
い
。
一
獲
千
金
の
夢
に

迷
っ
て
ギ
ャ
ン
ブ
ル
依
存
に
な
り
市
民
生
活
が
で
き
な
く
な
る
人
間
が
増
え
る

ほ
ど
儲
か
る
ビ
ジ
ネ
ス
。
身
を
滅
ぼ
す
人
が
増
え
る
、
国
民
が
不
幸
に
な
る
こ

と
が
利
益
に
な
る
稼
業
。

　

人
を
不
幸
に
す
る
こ
と
で
金
を
稼
ぐ
方
法
は
、
古
来
、
戦
争
・
麻
薬
・
売
春

そ
し
て
賭
博
だ
っ
た
。
か
つ
、
戦
争
以
外
は
例
外
な
く
反
社
会
的
団
体
と
分
か

ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
き
た
（
最
近
で
は
戦
争
も
反
社
会
的
団
体
や
傭
兵
が
受

託
す
る
例
が
生
じ
始
め
て
い
る
と
い
わ
れ
る
）
。
い
か
な
る
美
辞
麗
句
を
連
ね

よ
う
と
開
設
さ
れ
た
カ
ジ
ノ
は
、
表
立
つ
か
闇
支
配
か
を
別
に
し
て
そ
の
道
の

プ
ロ
で
あ
る
暴
力
団
が
絡
め
取
っ
て
仕
切
る
こ
と
に
な
る
。
政
府
と
政
治
家
が

な
す
べ
き
こ
と
は
民
の
安
寧
を
守
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
テ
ラ
銭
稼
ぎ
や
そ
の
お

こ
ぼ
れ
を
漁
る
こ
と
で
は
断
じ
て
な
い
。
賭
場
が
な
け
れ
ば
招
致
で
き
な
い
国

際
会
議
や
観
光
な
ど
ブ
ラ
ッ
ク
ジ
ョ
ー
ク
で
さ
え
な
い
。
麻
薬
・
売
春
・
賭
博

に
依
存
し
な
い
観
光
産
業
振
興
が
は
か
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　

ギ
ャ
ン
ブ
ル
で
生
活
が
で
き
な
く
な
っ
た
多
く
の
人
と
そ
の
家
族
に
接
し
て

き
た
日
本
弁
護
士
連
合
会
は
早
い
時
期
か
ら
こ
の
法
案
の
危
険
性
を
指
摘
し
て
、

廃
案
を
目
指
し
て
活
動
し
て
き
た
が
、
思
い
を
同
じ
く
す
る
団
体
が
合
流
し
て

「
全
国
カ
ジ
ノ
賭
博
設
置
反
対
連
絡
協
議
会
」
が
結
成
さ
れ
た
。
退
職
者
連
合

は
幹
事
会
で
こ
の
協
議
会
へ
の
参
加
を
決
定
し
、
運
動
を
進
め
て
い
る
。
議
連

や
政
府
の
思
惑
を
阻
止
し
よ
う
。


